
平
成
七
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
の
範
囲
を
定
め
る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
十
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
十
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
委
託
は
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
販
売
す
る
商
品
に
つ
い
て
特
定
容

器
を
用
い
る
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
特
定
容
器
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為
の
委
託
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
容
器
の
素
材
、
構
造
、
自
己
の
商
標
の
使
用
等
に
関
す
る
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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